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【委託薬局】

【受託薬局】

⼀包化業務のうち
⼀部作業

（委託薬局の指⽰に基づく）
指⽰・情報

資料１︓⼀包化作業⼀部外部委託 委託薬局から受託薬局への指⽰・情報の伝達

※委託薬局から受託薬局へ提供する情報は、転記ミス防⽌の観点から、電⼦化さ
れた情報により委託薬局から受託薬局に伝達されることを原則としている。電送
されない指⽰内容については指⽰書により提供する。本研究では電送機能が実装
前につき、電送される情報の範囲を「資料４別紙」のとおり想定。

オーダー情報

指⽰内容の決定

資料13
（⼀包化作業内容）

資料２
（処⽅内容） 資料15

（電送情報）
（推定イメージ）

資料14
（作業指⽰書）



調剤業務の⼀部外部委託の考え⽅

処⽅箋受付

Ø 調剤録（薬剤服⽤歴）の作成・保管
Ø 処⽅箋への記名押印／署名、保管
Ø 薬剤、医療材料の交付
Ø 費⽤（⼀部負担）の徴収

薬剤の容器・被包への所定事項の記載

Ø 薬剤情報提供（⼝頭、⽂書）
Ø 薬学的知⾒に基づく指導（服薬指導）

調剤の監査

各種製剤・調製⾏為
（⾃・計・無菌ほか）

調剤設計

服薬状況、調剤録（薬剤服⽤歴）、
残薬状況、後発品の変更希望などの確認

処⽅内容、記載事項の確認

可

否

計数 ⼀包化
（内服薬）

【委託薬局における調剤業務】 【受託薬局における受託業務】

調剤不可

レセプト請求など

Ø 業務完了の連絡
Ø 作業完了品の発送
①委託薬局あて

指⽰内容の確認

⼀包化された
薬剤の確認

薬包への印字
（指⽰に応じて）

⼀包化の作業

⼀包化に必要な
医薬品の準備

処⽅箋＆患者からの収集情報
を評価し、調剤の可否を判断

内服薬、屯服薬、外⽤薬、注射薬

薬剤師による
お薬⼿帳への記⼊

調剤した薬剤師による
記名押印／署名

薬袋の作成

⼝頭による聞き取り、
お薬⼿帳の記録内容の確認

または
②患者へ直送（ただ
し、委託薬局によ
る薬剤の容器・被
包への所定事項の
記載（※）および
調剤の監査が完
了した上でなけれ
ば送付することは
不可）

⼀包化業務のうち⼀部作業
（委託薬局の指⽰に基づく）

（※）薬剤師法第25条（調剤された薬剤の表⽰）
薬剤師は、販売⼜は授与の⽬的で調剤した薬剤の容器
⼜は被包に、処⽅せんに記載された患者の⽒名、⽤法、
⽤量その他厚⽣労働省令で定める事項を記載しなけれ
ばならない。

⼀包化業務のうち⼀部作業
（調剤設計後の作業）の委託
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要
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薬剤師法
第25条

薬剤師法
第25条の2

薬剤師法
第26条
第28条第2項

薬剤師法
第19条

薬担規則
第8条第2項

（法律上の専権業務としての）

調剤

図中の条⽂は
薬剤師が⾏う
根拠条⽂

［参考］令和５年度報告書より再掲


